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研究要旨

【目的】

近年、日本国内では若者の間で OTC 医薬品の濫用が社会的な問題となっている。

国内では OTC 医薬品の購入数が規制されているため、インターネットを介してこれ

らの医薬品が個人輸入され、不適正流通につながる可能性がある。本研究では、オー

バードーズを目的とした乱用が疑われるデキストロメトルファン錠およびジフェン

ヒドラミン錠について試売調査を実施し、インターネットを介した医薬品個人輸入に

関する保健衛生上の問題を明らかにすることを目的とした。

【方法】

2023 年 7 月 31 日から 2023 年 9 月 8 日までに、個人輸入代行サイトを介してデキ

ストロメトルファン製剤とジフェンヒドラミン錠を購入した。注文サイトについて、

記載事項を観察した。入手製品について、外観観察と真正性調査を行った。

【結果・考察】

デキストロメトルファン製剤を広告する個人輸入代行サイト（3 サイト）から、5 

mg、15 mg、20 mg のデキストロメトルファン製剤 3 サンプルを入手した。注文した

3 サイトのうち、該当製品が咳止めと記載されたサイトが 1 サイトあったほか、1 サ

イトでは口コミ、カスタマーレビューで効能・効果について「数日でせきがとまりま

した。」と触れていた。サイト観察の結果、製品の用法・用量、安全性等に関する情

報提供しているのは 1 サイト（33.3%）であった。入手製品の外観観察の結果、一部

のサンプルで一次包装に汚れが観察され、包装に問題のあるサンプルが見つかった。

個人輸入で入手したデキストロメトルファン 1 錠あたりの価格は、日本市販品のメー
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カー希望小売価格に比べて高いものが 1 サンプル、低いものが 2 サンプルだった。ジ

フェンヒドラミン製剤を広告する個人輸入代行サイト（13 サイト）からジフェンヒ

ドラミン 25 mg 錠 21 サンプルを入手した。注文した 13 サイトのうち、該当製品がア

レルギーを和らげる、睡眠改善などと記載されていたサイトが 12 サイトあったほか、

5 サイトでは口コミ、カスタマーレビューで「ぐっすり眠れます」「アレルギー症状が

軽減されている」などと記載があり効能・効果に触れていた。サイト観察の結果、1

サイト（33.3%）で製品の用法・用量、安全性等に関する情報が掲載されていた。個

人輸入で入手したジフェンヒドラミン 1 錠あたりの価格は、すべてのサンプルで日本

市販品のメーカー希望小売価格に比べて低かった。真正性調査では、いずれの製造販

売業者からも真正性に関する回答が得られておらず、すべてのサンプルについて真正

性不明のままである。

【結論】

本研究でデキストロメトルファン製剤とジフェンヒドラミン製剤を個人輸入代行

サイトを介して入手することが可能であることが判明し、不適正使用を助長する可能

性が示された。消費者が安易に個人輸入を行わないよう、情報提供や注意喚起すると

ともに、国内の濫用等のおそれのある医薬品の販売及び購入に関わる規制の在り方に

ついて、インターネットを介した入手経路も含め、慎重に検討することが必要である

と考えられた。

A. 研究目的

A-1. 背景

日本国内では、若者による OTC 医薬品

の濫用が問題になっている。1-2)  OTC 医

薬品中毒の患者数は 2012 年から 2020 年

の間で増加した。3) 同時に、OTC 医薬品

の不適切使用による健康被害も増加傾向

にある。4-12)  こうした事態を防ぐために、

薬局やドラッグストアでは 1 度に購入で

きるOTC医薬品の数を制限するなどの対

応がとられている。しかし、適切な流通経

路を介した医薬品の購入を制限すること

により、不適切な流通経路を介した医薬

品の購入が増加する可能性が懸念される。

医薬品の個人輸入は、インターネット上

での典型的な不適切流通経路である。医

薬品の輸入は原則禁止されているが、一

般の個人が自分で使用するために輸入す

る場合には、医療用医薬品については 1か

月分、OTC 医薬品については 2 か月分ま

で、輸入許可申請なしに個人輸入するこ

とが可能である。13)  すでに「濫用等のお

それのある医薬品」として指定され、規制

が強化されている 6 成分 14) （エフェドリ

ン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロム

ワレリル尿素、プソイドエフェドリン、メ

チルエフェドリン）に加え、ジフェンヒド

ラミン及びデキストロメトルファンの濫

用を目的とした購入が増加していること

が指摘されている。2)  日本国内では、ジ

フェンヒドラミンの過剰摂取が錯乱、横

紋筋融解症、セロトニン症候群を引き起

こし、急性中毒や死に至るケースが報告

されている。15-17)  また、若年層でのデキ

ストロメトルファン過剰摂取による急性

中毒や死亡も報告されている。18-20)
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A-2. 目的

本研究では、インターネットを介して

国際流通するデキストロメトルファン製

剤、ジフェンヒドラミン製剤について、試

買調査を実施した。

B. 研究方法

B-1. 製品の購入

B-1-1. 購入サイトの選択

検索エンジン Google Japan を用い、キ

ーワード検索により購入サイトを抽出し

た。まず、検索ワード「デキストロメトル

ファン 個人輸入」「ジフェンヒドラミン

個人輸入」を用いて日本語サイトを検索

した。これらの検索式で抽出できたサイ

トのうち、購入可能であった全サイトを

購入対象サイトとした。

B-1-2. 購入対象製品

デキストロメトルファンについて、上

記の方法で抽出されたサイト上で購入で

きるサンプルすべてを購入対象製品とし

た。ジフェンヒドラミンについては、上記

の方法で抽出されたサイト上で購入でき

るサンプルのうち、錠剤として販売され

ているものすべてを購入対象製品とした。 

試買は、2023 年 7 月 31 日から 2023 年

9 月 8 日の間に行った。 

B-1-3. サンプルコードの定義

購入した製品を購入対象サイト、規格、

包装、発送国、入手錠数で区別してサンプ

ルコードを付し、同一サイトで購入した

製品であり、同一郵便で届き、ロット番号

と有効期限が同じものを 1 つの製品とみ

なした。

サンプルコード例：2Ⅰ-25Ⅱ-C2Ⅲ-TWⅣ-600

Ⅴ

I. サンプル番号

II. 規格

III. 包装（A; シートタイプ、B; ボック

スタイプ、C; ボトルタイプ（ボト

ルタイプ 1 とボトルタイプ 2 があ

る。）

IV. 発送国（TW; 台湾、HK; 香港、IN;

インド、US; アメリカ）

V. 入手錠数

B-2. 個人輸入代行サイトの観察

試買対象サイトに記載されている特定

商取引法の規定する通信販売における必

要表示項目を観察し、記録した。

1) 代表者氏名又は責任者氏名

2) 事業者名称又は氏名

3) 住所

4) 電話番号

5) 販売価格

6) 送料

7) 代金の支払時期

8) 製品の引渡時期

9) 代金の支払方法

10) 返品の特約に関する事項

また、医薬品医療機器等法（薬機法）関

連の記載事項を観察し、記録した。

1) 医薬品に関する医師や薬剤師への

相談を勧奨する記載

2) 個人輸入に関する記載

3) 購入数量の制限に関する記載

4) 未承認医薬品又は医療用医薬品に

ついての記載（医薬品の製品名、

処方箋医薬品、製品を明らかに判
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別できる写真、用法・用量、効能・

効果、副作用）

B-3. 入手製品の外観観察

入手した各々のサンプルおよびその梱

包について、以下の事項を観察し、記録し

た。

1) 製品名、含量、包装

2) 製造会社、製造国

3) 製造年月日、有効使用期限、ロッ

ト番号

4) 処方箋医薬品の記載

5) 添付文書の有無および記載言語

6) 日本語説明書の有無

7) 税関申告表記、発送国、発送形態

製品の外箱および添付文書はスキャン

データとして、製品の包装（外観）は写真

として保存した。

B-4. 真正性調査

B-4-1. 製造販売業者への真正性調査

6 社の製造販売元（デキストロメトルフ

ァン 3 社、ジフェンヒドラミン 3 社）へ、

2024 年 1 月 31 日に E メール、2024 年 2

月 22 日に EMS を利用してサンプルの外

観写真と質問票を送付した。

質問票には、外観観察の結果に基づき、

製品名、製造年月、使用期限、外箱の記載

事項等の真正性や製造会社の所在国にお

ける製造販売業の許可の有無および製品

の承認の有無、偽造品対策に関する質問

を記載した。

C．結果 

C-1. デキストロメトルファン製品、ジフ

ェンヒドラミン製品の入手

検索エンジン Google Japan において、

検索ワード「デキストロメトルファン 

個人輸入」を用いて日本語サイトを検索

した結果、7 サイトがヒットし（2023 年 4

月現在）、そのうち、注文可能であった個

人輸入代行サイト（3 サイト）から、デキ

ストロメトルファン 5, 15, 20 mg 製剤それ

ぞれ 1 サンプルずつを入手した。

また、検索エンジン Google Japan にお

いて、検索ワード「ジフェンヒドラミン 

個人輸入」を用いて日本語サイトを検索

した結果、18 サイトがヒットし（2023 年

4 月現在）、そのうち、注文可能であった

個人輸入代行サイト（13 サイト）から、

ジフェンヒドラミン 25 mg 製剤 3 製品 21

サンプルを入手した。

入手製品の概要を Table 1 に示した。

デキストロメトルファン及びジフェン

ヒドラミンのいずれも 1-2 か月分相当の

製品を容易に入手することができた。い

ずれの購入サイトにも製品がOTC医薬品

であるか否かの記載はなかったが、ジフ

ェンヒドラミン製品の多くは購入した製

品の包装からOTC医薬品であることが推

定された。いずれのサイトにおいても、処

方箋の提示を要求されることはなかった。 

C-3. 注文サイト

C-3-1. デキストロメトルファン

本研究において、B-1.の方法で見つける

ことができた個人輸入代行サイト 3 サイ

トにおいて、注文可能であったデキスト

ロメトルファン製剤をすべて注文した。

注文した 3 サイトのうち、該当製品が咳

止めと記載され、購入者による咳止め関

連のロコミ・カスタマーレビューの記載
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があったサイトが 1 サイトあった。「デキ

ストロメトルファン咳止めドロップは、

鎮咳剤（咳止め）です。風邪や急性気管支

炎、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺炎、

肺結核、上気道炎（咽喉頭炎、鼻カタル）

などに伴う咳止めとして用いられます。」

という記載があり、鎮咳効果を期待して、

販売・購入しているサイトは 3 サイト中 1

サイト（33％）あった。

注文サイトにおける特定商取引法関連

の記載項目について Table 2 に示した。特

定商取引法の言及があったのは 3 サイト

（100.0%）代表者氏名又は責任者氏名が

記載されていたのは 2 サイト（66.7%）、

事業者名称又は氏名が記載されていたの

は 3 サイト（100.0%）、住所が記載されて

いたのは 3 サイト（100.0%）、電話番号が

記載されていたのは 3 サイト（100.0%）、

販売価格が記載されていたのは 3 サイト

（100.0%）、送料が記載されていたのは 3

サイト（100.0%）、代金の支払い時期が記

載されていたのは 3 サイト（100.0%）、製

品の引渡時期が記載されていたサイトは

3 サイト（100.0%）、代金の支払い方法が

記載されていたのは 3 サイト（100.0%）、

返品の特約に関する事項が記載されてい

たサイトは 3 サイト（100.0%）であった。 

また、薬機法及び健康関連の記載項目

について Table 3 に示した。医薬品に関す

る医師や薬剤師への相談を勧奨する記載

は、全 3 サイト中 2 サイト（66.7%）で確

認された。個人輸入に関する記載は 2 サ

イト（66.7%）で確認された。個人輸入で

きる数量に制限があることを記載してい

たサイトは 2 サイト（66.7%）であった。

未承認医薬品または医療用医薬品の広告

に該当する可能性のある記載として、医

薬品の製品名は、すべてのサイトで記載

されていた（100%）。製品を明らかに判別

できる写真が 3 サイト（100%）で掲載さ

れていた。さらに、用法・用量、効能・効

果および副作用について記載していたサ

イトは、それぞれ 1 サイト（33.3%）、1 サ

イト（33.3%）および 1 サイト（33.3%）

であった。

C-3-2. ジフェンヒドラミン

本研究において、B-1.の方法で見つける

ことができた個人輸入代行サイト 13サイ

トにおいて、注文可能であったジフェン

ヒドラミン 25 mg 錠をすべて注文した。

注文した 13サイトのうち、該当製品が「ア

レルギー症状を緩和する」「睡眠を改善す

る」などと記載されていたサイトが 12 サ

イトあった。また、サイト中の 5 サイト

では、購入者によるアレルギー症状緩和、

睡眠改善に関するロコミ・カスタマーレ

ビューの記載があった。「花粉症などのア

レルギー症状の改善や、睡眠の改善に使

用されるくすりです。」などの記載があり、

アレルギー症状緩和、睡眠改善を期待し

て、販売・購入しているサイトは 13 サイ

ト中 12 サイト（92.3％）あった。

注文サイトにおける特定商取引法関連

の記載項目について Table 2 に示した。特

定商取引法の言及があったのは 10サイト

（76.9%）代表者氏名又は責任者氏名が記

載されていたのは 10 サイト（76.9%）、事

業者名称又は氏名が記載されていたのは

11 サイト（84.6%）、住所が記載されてい

たのは 12 サイト（92.3%）、電話番号が記

載されていたのは 11 サイト（84.6%）、販
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売価格が記載されていたのは 13 サイト

（100.0%）、送料が記載されていたのは 13

サイト（100.0%）、代金の支払い時期が記

載されていたのは 13 サイト（100.0%）、

製品の引渡時期が記載されていたサイト

は 13 サイト（100.0%）、代金の支払い方

法が記載されていたのは 13 サイト

（100.0%）、返品の特約に関する事項が記

載されていたサイトは13サイト（100.0%）

であった。

また、薬機法及び健康関連の記載項目

について Table 3 に示した。医薬品に関す

る医師や薬剤師への相談を勧奨する記載

は、全 13 サイト中 13 サイト（100.0%）

で確認された。個人輸入に関する記載は

13 サイト（100.0%）で確認された。個人

輸入できる数量に制限があることを記載

していたサイトは 13 サイト（100.0%）で

あった。未承認医薬品または医療用医薬

品の広告に該当する可能性のある記載と

して、医薬品の製品名は、すべてのサイト

で記載されていた（100%）。製品を明らか

に判別できる写真が 13 サイト（100%）で

掲載されていた。さらに、用法・用量、効

能・効果および副作用について記載して

いたサイトは、それぞれ9サイト（69.2%）、

9 サイト（69.2%）および 9 サイト（69.2%）

であった。

C-4. 製品の外観

C-4-1. デキストロメトルファン

入手製品の製造会社、製造国、および発

送国について、Table 1 に示した。本研究

で入手できたデキストロメトルファン製

品は、台湾で製造され台湾から発送され

た福元化学製薬（FU YUAN）製のメジコ

ン（Medicon）のジェネリック-フデコー

15mg（Fudecough）、インドで製造され香

港 か ら 発 送 さ れ た West-Coast

Pharmaceutical Works Ltd. 製

Dextromethorphan Tablet 20mg、インドで製

造されインドから発送された Glenmark

Pharmaceuticals LTD 製 Dextromethorphan

Hydrobromide Lozenges 5mg の計 3 サンプ

ルである。

入手製品の包装形態を確認した結果、1

サンプルはボトルの状態（Figure 1, ボト

ルタイプ 1）、1 サンプルは未開封の製品

ボックスに入った状態（Figure 2, ボック

スタイプ 1）、1 サンプルは SP 包装のシー

トの状態（Figure 3, シートタイプ 1）で届

いた。1 サンプル（No.1-15-C1-TW-250）

では、注文サイトにおいて、水色のボトル

の画像が掲載されていたが、実際には白

色のボトルに日本語のシールが貼付され、

繁体中国語の添付文書が輪ゴムでボトル

に巻き付けられたものが届いた（Figure 4）。

別の 1 サンプル（No.3-5-A1-IN-60）では、

製品の一次包装に黒い汚れが付着してお

り（Figure 5）、注文サイトにおいて、製品

ボックスの画像が掲載されていたが、実

際には透明の気泡緩衝材で SP 包装のシ

ートが梱包された状態で届いた（Figure 6）。 

製造年月、使用期限、ロット番号を確認

したところ、3 サンプル中 2 サンプルでは

それらの記載が確認されたが、1 サンプル

では使用期限のみ記載され、ロット番号

と製造年月の記載がなかった。製品入手

時に、包装に記載された使用期限を超過

しているサンプルはなかった。説明書等

の有無を確認したところ、3 サンプル中で

2 サンプルに添付文書や説明書は同梱さ
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れておらず、1 サンプルには繫体中国語で

記載された添付文書が同梱されていた。

用法・用量について、2 サンプルの製品包

装に Dosage: as directed by the physician の

記載があった。1 サンプルでは同梱されて

いた添付文書に繁体中国語で「用法・用量: 

大人および 12 歳以上の方: 1 回 1 錠 1 日

3-4 回」と記載があった。

発送形態としては、1 サンプルは厚紙封

筒に梱包された状態で、国際書留郵便で

届き、残りの 2 サンプルは厚紙箱に梱包

された状態で、国際 e パケットライトで

届いた。税関申告記載内容を Table 4 に示

した。税関申告に記載された内容はそれ

ぞれ「Others Please specify」、「Gift」及び

「Other personal Use」であった。 

C-4-2. ジフェンヒドラミン

入手製品の製造会社、製造国、および発

送国について、Table 1 に示した。本研究

で入手できたジフェンヒドラミン製品の

うち最多は、製造国、製造会社不明の

Benadryl® 計 10 サンプルで、発送国はす

べてアメリカであった。“Distributed by 

JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC.”

と記載があった。2 番目に多かったのは、

製造国、製造会社不明の Banophen 計 7 サ

ンプルで、発送国はすべて台湾であった。

“ Distributed by 

MAJOR®PHARMACEUTICALS ”、“ This 

product is not manufactured or distributed by 

Johnson＆Johnson Corporation, Owner of 

the registered trademark BenadrylⓇ Allergy 

ULTRATABⓇ Tablets”と記載があった。3

番目は、アメリカで製造された LNK 

INTERNATIONAL, INC. 製 KIRKLAND 

Signature ALLERGY MEDICINE 計 4 サン

プルで、発送国はすべて台湾であった。

“ This product is not manufactured or 

distributed by Johnson ＆ Johnson

Corporation, Owner of the registered 

trademark BenadrylⓇ Allergy ULTRATABⓇ 

Tablets”と記載があった。 

入手製品の包装形態を確認した結果、

10 サンプルは未開封の製品ボックスに入

った状態（Figure 7, ボックスタイプ 1）、

11 サンプルはボトルの状態（Figure 8, ボ

トルタイプ 1; Figure 9, ボトルタイプ 2）

で届いた。

製造年月、使用期限、ロット番号を確認

したところ、すべてのサンプルで使用期

限及びロット番号の記載が確認されたが、

製造年月はいずれのサンプルにも記載さ

れていなかった。製品入手時に、包装に記

載された使用期限を超過しているサンプ

ルはなかった。添付文書等の有無を確認

したところ、いずれのサンプルにも添付

文書または説明文書は同梱されていなか

った。10 サンプルには郵送物の箱の中に、

日本語で記載された「納品書 & 商品使用

書」が入っていた（Figure 10）。用法・用

量について、10 サンプルでは、製品包装

に英語で、使用方法等について記載され

ており、同梱された日本語の「納品書 & 

商品使用書」に「推奨摂取方法: 4~6 時間

おきに適量（下記）をお摂りください。24

時間以内に 6 回以上の服用量を超えない

でください。 12 歳以上の方 : 1~2 錠

（25mg~50mg）、子供（6 歳から 12 歳）: 

1 錠（12.5mg~25mg）、6 歳未満の子供: こ

の商品を使用しないでください。」と記載

されていた。7 サンプルでは、製品包装及
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びボトルのラベルに英語で上記と同様の

内容が記載されていた。4 サンプルでは、

用法・用量の記載はなかった。

発送形態としては、いずれのサンプル

も、厚紙箱に梱包された状態で届き、10 サ

ンプルはゆうパック国際便、11 サンプル

は国際 e パケットライトで届いた。税関

申告記載内容を Table 5 に示した。税関申

告に記載された内容は、10 サンプルは記

載がなく、11 サンプルは「Sales of Goods」

であった。

C-5. 製品の価格

C-5-1. デキストロメトルファン

デキストロメトルファン錠価格につい

て、デキストロメトルファン 15 mg 製剤

1 錠あたりの価格は、日本市販品（メジコ

ン®せき止め錠 Pro 20 錠）72.6 円/錠であ

った。今回入手したデキストロメトルフ

ァン錠の平均価格は、36.14 円/錠であった。

ま た 、 そ の 中 で 個 人 輸 入 品

Dextromethorphan Hydrobromide

Lozenges 5mg 錠（Figure 3, シートタイ

プ 1）の価格が最も高く、95.8 円/錠であ

り、日本市販品より高額であった。個人輸

入品メジコン（Medicon）のジェネリック

-フデコー15mg（Fudecough）（Figure 1, ボ

トルタイプ 1）の価格は 22.72 円で、今回

入手したデキストロメトルファン錠のう

ち最も安価であった。個人輸入品

Dextromethorphan Tablet 20mg 錠（Figure 2,

ボックスタイプ 1）の価格は 2 番目に高

く、33.90 円/錠であった。個人輸入により

入手したインド製の Dextromethorphan

Tablet 20mg 錠 と 台 湾 製 の メ ジ コ ン

（Medicon）のジェネリック -フデコー

15mg（Fudecough）錠の 1 錠あたりの価格

は、日本市販品の価格に比べて安かった

（Figure 11） 。 

C-5-2. ジフェンヒドラミン

ジフェンヒドラミン錠価格について、

ジフェンヒドラミン 25 mg 製剤 1 錠あた

りの日本市販品のメーカー希望小売価格

は、日本市販品（ドリエル 12 錠）174.2 円

/錠であった。今回入手したジフェンヒド

ラミン錠の平均価格は、21.79 円/錠であっ

た。また、その中で個人輸入品 Benadryl®

25mg 錠（Figure 7, ボックスタイプ 1）の

平均価格が最も高く、43.2±4.0 円/錠であ

った。個人輸入品 Banophen 25 mg 錠

（Figure 8, ボトルタイプ 1）の平均価格は

2 番目に高く、33.1±4.2 円/錠であった。

個 人 輸 入 品 KIRKLAND Signature

ALLERGY MEDICINE（Figure 9, ボトルタ

イプ 2）の平均価格は 5.6±0.1 円であっ

た。

個人輸入により入手した Benadryl®、

Banophen 、 KIRKLAND Signature 

ALLERGY MEDICINE の 1 錠あたりの価

格は、いずれも日本の OTC 医薬品ドリエ

ルに比べて安かった（Figure 12）。

D．考 察 

デキストロメトルファン及びジフェン

ヒドラミンの個人輸入代行サイトの調査

結果より、インターネットでは、いずれの

医薬品も注文可能であることが判明した。

また、デキストロメトルファン及びジフ

ェンヒドラミンのサイト数や製品数の販

売情報は 2024 年 4 月現在、2023 年 4 月時

点と比べると、増加していた。これらは、
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インターネットを通じてデキストロメト

ルファン及びジフェンヒドラミンの製剤

を購入する人々の需要が徐々に増加して

いる可能性があることを示していると考

えられた。個人輸入医薬品には偽造医薬

品や品質不良医薬品が混在する可能性が

あり、消費者が安易に個人輸入を行わな

いよう、さらに情報提供や注意喚起をす

る必要がある。

本研究では、3 製品 3 サンプルのデキス

トロメトルファン製剤及び 3 製品 21 サン

プルのジフェンヒドラミン製剤を個人輸

入により入手した（Table 1）。今回、製品

検索時に入手可能であったデキストロメ

トルファン及びジフェンヒドラミン製品

すべてを購入した。デキストロメトルフ

ァン製剤は 3 サンプルとも異なる製品で

あった。ジフェンヒドラミンは、3 種類の

製品を入手し、最も多く入手した製品は、

製造国、製造会社不明の Benadryl®であり、

それらの発送元はすべて同じであった。

また、残りの 2 製品 Banophen 及び

KIRKLAND Signature ALLERGY 

MEDICINE のすべてのサンプルが同一の

発送元から届いた。異なるサイトから注

文したにも関わらず、同じ発送元から届

いたことから、当該製品の在庫を管理し

ている業者や場所は限られている可能性

が示唆された。

サイト観察において、責任者名はデキ

ストロメトルファンでは 66.7%、ジフェン

ヒドラミンでは 76.9%のサイトで記載さ

れていた。事業者名称、住所、電話番号、

販売価格について、デキストロメトルフ

ァンではすべての項目が 100%記載され

ており、情報の提供については概ね問題

はないと考えられた。一方で、ジフェンヒ

ドラミンでは販売価格のみ 100%のサイ

トで記載されていたが、事業者名称は

84.6%、住所は 92.3%、電話番号は 84.6%

と、一部のサイトで情報提供が不十分で

あった。両医薬品の取り扱いサイトすべ

てにおいて、製品写真や製品名が掲載さ

れており、そのうちデキストロメトルフ

ァンの販売サイトでは 3 割、ジフェンヒ

ドラミンの販売サイトでは 7 割が用法や

安全性について記載されていた。

製品の外観を観察した結果、デキスト

ロメトルファンでは一次包装に黒い汚れ

が付着しているサンプルがあった。衛生

面に問題がある設備での製造過程を経て

いる可能性が示唆された。また、販売して

いるウェブサイト上の商品の写真とは異

なる包装で届いたサンプルもあり、注文

した製品が正しく届いたか確認すること

が困難なケースもあった。

医師や薬剤師の指導なく個人輸入代行

業者を介して医薬品を入手した消費者は、

医薬品を服用するにあたり製品の添付文

書や説明書を参考にすることが考えられ

る。しかし、デキストロメトルファンでは

3 サンプル中 2 サンプル、ジフェンヒドラ

ミンでは 11 サンプルで添付文書や説明書

がなかった。添付文書が同梱されていた

デキストロメトルファンのサンプルも、

日本語ではなく繁体中国語で記載されて

いた。ジフェンヒドラミンでは 10 サンプ

ルで製品包装に英語で、「納品書 & 商品

使用書」に日本語で用法用量が記載され

ており、7 サンプルでボトルと製品包装に

英語で用法用量が記載されていた。添付

文書や説明書がない、または、製品包装に
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用法用量が記載されていない製品につい

ては、製品包装/ラベルに“Dosage：as 

directed by the physician”と記載されてお

り、処方箋医薬品であると考えられた。従

って、正しい使用方法が使用者に伝えら

れずに、不適正使用を招く恐れがあると

考えられた。デキストロメトルファンは、

重大な副作用として、呼吸抑制、ショッ

ク・アナフィラキシーを引き起こすこと

が知られている。ジフェンヒドラミンは、

副作用として、発疹、動悸、めまい、眠気、

口喝等が発現する可能性があるとされて

いる。また、偽造品や低品質製品を服用し

た場合には、期待した効果が得られない

可能性や予期しない有害事象が発生する

可能性もある。現在、国内では OTC 医薬

品のオーバードーズが問題になっており、

デキストロメトルファン及びジフェンヒ

ドラミンの濫用を目的とした医薬品個人

輸入が増加する可能性は否定できない。

さらなる健康被害を回避するための方策

が必要である。

Table 4 に示したように、発送業者が税

関申告に記載した内容で、製品名を記載

していたものはデキストロメトルファン

製剤にも、ジフェンヒドラミン製剤にも

なかった。郵便物には、何も記載なし、ま

たは「Sale of Goods」と「Gift」、「Others 

Please specify」、「Other personal Use」と記

載があり、内容物が医薬品であると判断

するのは困難であった。適切に内容物に

ついて表示されていないことにより、本

来税関で受けるべき検査を受けずに通過

してしまった可能性も考えられる。

個人輸入デキストロメトルファン製剤

1 製品を除き、1 錠当たりの価格は日本の

代表的なOTC医薬品のメーカー希望小売

価格よりも安かった。個人輸入デキスト

ロメトルファン 5 mg 製剤 1 錠あたりの価

格は、日本の代表的な OTC 医薬品のメー

カー希望小売価格よりも高価であり、薬

局やドラッグストアで入手した場合と比

べて費用面でメリットがあるとは考えに

くい。それに対して、個人輸入デキストロ

メトルファン 15 mg, 20 mg 製剤の価格と

日本のOTC医薬品のメーカー希望小売価

格を比べると、個人輸入を利用して購入

した方が安く入手できることが明らかと

なった。個人輸入ジフェンヒドラミン製

剤は、すべての製品が日本の代表的な

OTC 医薬品よりも 1 錠あたりの価格が安

かった。また、いずれの日本語サイトでも、

製品購入の際に処方箋を要求されなかっ

た。現在、OTC 医薬品薬のオーバードー

ズが増加傾向にある中で一部市販薬の購

入が規制されている。処方箋なしで安く

医薬品を入手できることは、その入手経

路として個人輸入を選択することを助長

し、不適正な使用による健康被害につな

がる可能性がある。

E．結 論 

本研究において、個人輸入で入手した

デキストロメトルファン及びジフェンヒ

ドラミン製品の一部において、不適切な

製品管理や使用に関する情報提供の欠如

の問題が見つかった。入手した製品は、デ

キストロメトルファン製剤 1製品を除き、

国内の薬局やドラッグストアで同一成分

のOTC医薬品を購入するより安価であっ

たが、個人輸入医薬品の場合、専門家の指

導もなく、副作用被害救済制度の対象に
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もならない。消費者が安易に医薬品の個

人輸入を行わないよう、情報提供や注意

喚起する必要がある。また、個人輸入代行

業者や発送業者に対し、不適切な販売を

行わせないための監視・指導が重要であ

ると考えられた。
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Table 1. 購入製品の概要 
Table 1-1. デキストロメトルファン製剤の概要 

No. サンプルコード サイトコー

ド

製品名 製造業者 製造国 包装形態 発送国 添付文書

1 1-15-C1-TW-250 1 Fudecough Tablets 15 mg 
メジコン (Medicon) の
ジェネリック-フデコー
15 mg 

福元化學製藥

股份有限公司

台湾 ボトル 台湾 あり (中国語) 

2 2-20-B1-HK-100 2 
Dextromethorphan Tablet 
20 mg 

West-coast 
Pharmaceutical 
Works Ltd. 

インド ボックス 香港 なし

3 3-5-A1-IN-60 3 Dextromethorphan 
Hydrobromide Lozenges 
5 mg 

Glenmark 
Pharmaceuticals 
LTD 

インド シート インド なし
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Table 1-2. ジフェンヒドラミン製剤の概要 
No. サンプルコード サイト

コード
製品名 製造業者 製造国 包装形態 発送国 添付文書

1 1-25-C2-TW-600 1 アレルギーメディシン(Allergy Medicine) LNK INTERNATIONAL, LNC アメリカ ボトル 台湾 なし

2 1-25-C1-TW-100 1 バノフェン(Banophen) 記載なし 記載なし ボトル 台湾 なし

3 1-25-B1-US-144 1 ベナドリル(Benadryl) 記載なし 記載なし ボックス アメリカ なし

4 2-25-B1-US-144 2 ベナドリル(Benadryl) 記載なし 記載なし ボックス アメリカ なし

5 2-25-C1-TW-100 2 バノフェン(Banophen) 記載なし 記載なし ボトル 台湾 なし

6 2-25-C2-TW-600 2 アレルギーメディシン(Allergy Medicine) LNK INTERNATIONAL, LNC アメリカ ボトル 台湾 なし

7 3-25-B1-US-144 3 ベナドリル(Benadryl) 記載なし 記載なし ボックス アメリカ なし

8 4-25-B1-US-144 4 ベナドリル(Benadryl) 記載なし 記載なし ボックス アメリカ なし

9 4-25-C1-TW-100 4 バノフェン(Banophen) 記載なし 記載なし ボトル 台湾 なし

10 4-25-C2-TW-600 4 アレルギーメディシン(Allergy Medicine) LNK INTERNATIONAL, LNC アメリカ ボトル 台湾 なし

11 5-25-B1-US-144 5 ベナドリル(Benadryl) 記載なし 記載なし ボックス アメリカ なし

12 6-25-B1-US-144 6 ベナドリル(Benadryl) 記載なし 記載なし ボックス アメリカ なし

13 7-25-C1-TW-100 7 バノフェン(Banophen) 記載なし 記載なし ボトル 台湾 なし

14 8-25-B1-US-144 8 ベナドリル(Benadryl) 記載なし 記載なし ボックス アメリカ なし

15 9-25-B1-US-144 9 ベナドリル(Benadryl) 記載なし 記載なし ボックス アメリカ なし

16 10-25-B1-US-144 10 ベナドリル(Benadryl) 記載なし 記載なし ボックス アメリカ なし

17 10-25-C1-TW-100 10 バノフェン(Banophen) 記載なし 記載なし ボトル 台湾 なし

18 10-25-C2-TW-600 10 アレルギーメディシン(Allergy Medicine) LNK INTERNATIONAL, LNC アメリカ ボトル 台湾 なし

19 11-25-B1-US-144 11 ベナドリル(Benadryl) 記載なし 記載なし ボックス アメリカ なし

20 12-25-C1-TW-100 12 バノフェン(Banophen) 記載なし 記載なし ボトル 台湾 なし

21 13-25-C1-TW-100 13 バノフェン(Banophen) 記載なし 記載なし ボトル 台湾 なし
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Table 2. 試買対象サイトにおける特定商取引法に係る項目の表示状況 
Table 2-1. デキストロメトルファン販売サイトの特定商取引法に係る項目の表示状況 
必要表示項目 サイト数 (n=3) 表示率 (%) 

表示あり 表示なし

1) 代表者氏名又は責任者氏名 2 1 67

2) 事業者名称又は氏名 3 0 100

3) 住所 3 0 100

4) 電話番号 3 0 100

5) 販売価格 3 0 100

6) 送料 3 0 100

7) 代金の支払時期 3 0 100

8) 製品の引渡時期 3 0 100

9) 代金の支払方法 3 0 100

10) 返品の特約に関する事項 3 0 100

Table 2-2. ジフェンヒドラミン販売サイトの特定商取引法に係る項目の表示状況 
必要表示項目 サイト数 (n=13) 表示率 (%) 

表示あり 表示なし

1) 代表者氏名又は責任者氏名 10 3 77

2) 事業者名称又は氏名 11 2 85

3) 住所 12 1 92

4) 電話番号 11 2 85

5) 販売価格 13 0 100

6) 送料 13 0 100

7) 代金の支払時期 13 0 100

8) 製品の引渡時期 13 0 100

9) 代金の支払方法 13 0 100

10) 返品の特約に関する事項 13 0 100
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Table 3. 試買対象サイトにおける薬機法および健康関連に係る項目の記載状況 
Table 3-1. デキストロメトルファン販売サイトの薬機法および健康関連に係る項目の記載状況 

記載項目
サイト数

(n=3)
表示率 (%) 

表示あり 表示なし

1) 医薬品に関する医師や薬剤師への相談を勧奨す

る記載
2 1 67

2) 個人輸入に関する記載 2 1 67

3) 購入数量の制限に関する記載 2 1 67

未承認医薬品又は医療用医薬品についての記載

医薬品の製品名 3 0 100

製品を明らかに判別できる写真 3 0 100

用法・用量 1 2 33

効能・効果 1 2 33

副作用 1 2 33

Table 3-2. ジフェンヒドラミン販売サイトの薬機法および健康関連に係る項目の記載状況 

記載項目
サイト数

(n=13)
表示率 (%) 

表示あり 表示なし

1) 医薬品に関する医師や薬剤師への相談を勧奨す

る記載
13 0 100

2) 個人輸入に関する記載 13 0 100

3) 購入数量の制限に関する記載 13 0 100

未承認医薬品又は医療用医薬品についての記載

医薬品の製品名 13 0 100

製品を明らかに判別できる写真 13 0 100

用法・用量 9 4 69

効能・効果 9 4 69

副作用 9 4 69
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Table 4. 税関申告表記 
Table 4-1. デキストロメトルファンの税関申告表記 

税関申告記載内容 n  (%)  

Others Please specify 1 (33) 

Gift 1 (33)

Other personal Use 1 (33) 

Table 4-2. ジフェンヒドラミンの税関申告表記 

税関申告記載内容 n  (%)  

Sale of Goods 11 (52) 

記載なし 10 (48)
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Figure 1. デキストロメトルファンボトルタイプの製品：ボトルタイプ 1（1-15-C1-
TW-250） 
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Figure 2. デキストロメトルファンボックスタイプの製品：ボックスタイプ 1（2-20-B1-HK-100） 
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Figure 3. デキストロメトルファンシートタイプの製品：シートタイプ 1（3-5-A1-IN-60） 
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Figure 4. デキストロメトルファン製剤の中国語添付文書（1-15-C1-TW-250） 
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Figure 5. 一次包装に付着した黒い汚れ（3-5-A1-IN-60） 
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Figure 6. 気泡緩衝材による包装（3-5-A1-IN-60） 
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Figure 7. ジフェンヒドラミンボックスタイプの製品: ボックスタイプ 1（1-25-B1-US-144） 
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Figure 8. ジフェンヒドラミンボトルタイプの製品: ボトルタイプ 1（1-25-C1-TW-100） 
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Figure 9. ジフェンヒドラミンボトルタイプの製品: ボトルタイプ 2（1-25-C2-TW-600） 
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Figure 10. ジフェンヒドラミン製品の「納品書 & 商品使用書」 
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Figure 11. デキストロメトルファン 1 錠あたりの価格: 日本市販品（メジコンせき止め錠 Pro 
20 錠メーカー希望小売価格）と個人輸入価格の比較 
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Figure 12. ジフェンヒドラミン 1 錠あたりの価格: 日本市販品（ドリエル 20 錠メーカー希望

小売価格）と個人輸入価格の比較
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